
人事行政の運営等の状況について

新温泉町
令和３年



Ⅰ　職員の任免及び職員数に関する状況

Ⅱ　職員の人事評価の状況

Ⅲ　職員の給与の状況

Ⅳ　職員の勤務時間その他勤務条件の状況

Ⅴ　職員の分限及び懲戒処分の状況

Ⅵ　職員の服務の状況

Ⅶ　職員の退職管理の状況

Ⅷ　職員の研修の状況

Ⅸ　職員の福祉及び利益の保護の状況

Ⅹ　職員の競争試験及び選考の状況



　人事行政の公平性と透明性を高めるため、新温泉町人事行政の運営などの状況を公表
する条例に基づき町職員の給与や人数を公表します。

Ⅰ　職員の任免及び職員数に関する状況

　1　職員の採用状況（令和2年4月2日～令和3年4月1日）

　2　職員の退職状況（令和2年4月1日～令和3年3月31日）

　3　職員数の状況
(1)　部門別職員の状況 (単位：人)
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※1　職員数は、町長、副町長及び教育長を除いた人数
※2　各年度とも4月1日現在の人数

(2)　年齢別職員数の状況（令和3年4月1日現在）

　4　定員適正化計画の数値目標及び進捗状況（令和3年6月1日現在）
(1)　定員適正化計画の計画期間

①　第1次定員適正化計画　　平成17年10月1日から平成27年3月31日
②　第2次定員適正化計画　　平成27年4月1日から令和2年3月31日
③　第3次定員適正化計画　　令和2年4月1日から令和7年3月31日

(2)　定員適正化計画の年次別進捗状況（各年4月1日、ただし17年は10月1日）

(注)　1　職員数は、町長、副町長、教育長を除いた人数
　　　2　進捗率は、(Ｂ－Ａ)／(Ｃ－Ａ)×100で求めた率

Ⅱ　職員の人事評価の状況
　1　人事評価の状況（令和3年度）

Ⅲ　職員の給与の状況
　1　人件費の状況（普通会計決算）
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　「職員人事評価実施要綱」に基づき、平成28年度から正規職員を対象に人事評価の
本格実施を行っています。



　2　職員給与費の状況（普通会計決算）

(注)　1　職員手当には退職手当を含まない。
　　　2　職員数は、各年度4月1日現在の数値
　　　3　給与費については、任期付短時間勤務職員(再任用職員(短時間勤務))の給与
　　　 費が含まれており、職員数には当該職員を含んでいない。

　3　ラスパイレス指数の状況（各年4月1日現在）

　4　職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和3年4月1日現在）
(1)　一般行政職

歳 円 円 円
歳 円 円 円
歳 円 円 円
歳 円 円 円

(2)　技能労務職

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円

歳 人 円 円 円

※1　民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。(H30～H2の3ヶ年平均)

　　技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではない。

※2　人数が一人となる項目については年齢、月額を記載していない。

(3)　教育職

歳 円 円 　幼稚園教諭

歳 円 円 　小・中学校（幼稚園）教育職

歳 円 円 　小・中学校（幼稚園）教育職
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293,000 313,777
兵庫県 41.3 355,500 414,785
類似団体 39.7 289,414 313,267

－286,947

318,911

＊ 304,600

318,500

205,000

268,300

289,923

328,603

298,440

平均給与月額



　5　職員の初任給の状況（令和3年4月1日現在）

円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円

　6　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和3年4月1日現在）

円 円 円 円
円 円 円 円
円 円 円 円
円 円 円 円
円 円 円 円
円 円 円 円

　※　3人以下となる階層は記載していない。

　7　一般行政職の級別職員数の状況（令和3年4月1日現在）

(注)　1　新温泉町職員の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。
　　　2　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

６　級

264,410

％17.6
　主事

大学卒
高校卒 ※

24人

351,739

２　級

区分 標準的な職務内容

― ― 

377,200

　主事

― 
― 

構成比職員数

326,925
― 
― 

町参事、課長、室長、所長、館長、事務長、事務
局長、牧場公園長

　主査

※
― 

― ※

― 

― 

区分
経験年数

10年～14年
経験年数
15年～19年

経験年数
20年～24年

課長補佐、事務次長、給食センター所長、係長、
館長補佐、所長補佐

課長、室長、所長、事務長、事務局長、課参事、
副課長、副所長、館長、給食センター所長

大学卒
高校卒
大学卒
高校卒

経験年数
25年～30年

― 

308,100

※

364,863

150,600

技能労務職
高校卒 157,400 151,600 ―
中学卒 ―

154,900 154,900
大学卒

一般行政職
高校卒

188,700

(注)　1　「平均給料月額」とは、令和3年4月1日現在における各職種ごとの職員の
　　　　基本給の平均である。
　　　2　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、
　　　　時間外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公
　　　　務員給与実態調査において明らかにされているものである。
　　　　　また、「平均給与月額(国ベース)」は、国家公務員の平均給与月額には
　　　　時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較
　　　　のため国家公務員と同じベースで再計算したものである。

新温泉町 国兵庫県区分

―

一般行政職

技能労務職

教　育　職

教　育　職
154,900

１　級

３　級

４　級

５　級 23人

188,700

％7.410人

―

― ― 

大学卒
高校卒

※

―

2人

％

16.9

％1.5

％15.4

210,800

21人

56人

― ―

182,200188,700

41.2

％



　8　期末手当・勤勉手当の状況

(注)　(　)内は、再任用職員に係る支給割合である。

　9　退職手当の状況（令和3年4月1日現在）

定年前早期退職特例措置 定年前早期退職特例措置

(2％～45％加算) (2％～45％加算)

(注)　1　退職手当の1人当たり平均支給額は、令和2年度に退職した職員に支給された平均額である。

　　　2　本町は、兵庫県市町村職員退職手当組合に加入しているため、支給率は当組合の支給率を適用。

　10　地域手当の状況（令和3年4月1日現在）

　11　特殊勤務手当の状況（令和3年4月1日現在）

千円

　円

　％

夜間看護手当 深夜の看護業務
2時間未満：2,150円、2～4時間：
4,000円、4時間以上4,500円、深夜
全部：7,300円

し尿処理業務手当 し尿収集及び処理業務

　　　　　〃　（夜間・休日手当）

17,364千円

夜間・休日業務 件数×3,000円町立診療所に勤務する医師

町立診療所に勤務する医師

ごみ処理業務手当 ごみ収集及び処理業務 月額13,000円ごみ収集及び処理業務に従事する職員

し尿収集及び処理業務に従事する職員

　　　　　〃　（往診手当） 往診業務 月額20,000円＋件数×往診料×1/4町立診療所に勤務する医師

町立診療所に勤務する医師

月額13,000円

深夜の看護業務に従事した職員

　　　　　〃　（町医（校医）手当） 町医（校医）業務 月額50,000円

　〃　（年末年始勤務手当） １回2,100円年末年始に勤務を命ぜられた職員

勤務時間外に待機を命ぜられた職員

診療所医師手当（勤務年数手当） 医師業務 勤務年数により230,000～330,000円

　　　〃　　（主任手当） 月額2,000円主任として任命された職員

レントゲン技師及び感染症業務に従事する職員

　　　〃　　（待機手当） １回1,400円

行旅死亡人等取扱作業手当
行旅病人及び行旅死亡人の看
護、移送又は埋葬 １回1,000円

行旅病人及び行旅死亡人の看護、移送又は埋葬
の業務に従事した職員

防疫作業に従事した職員

病院勤務手当（危険手当） レントゲン、感染症業務
レントゲン技師：月額5,000円
レントゲン以外：１日100円

防疫作業 日額1,000円
(新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症3,000円又は4,000円)

主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

47.709月分

勤続25年

―

新温泉町 兵庫県 国
１人当たり平均支給額(令和2年度) １人当たり平均支給額(令和2年度)

千円1,557 1,789 千円
(令和2年度支給割合) (令和2年度支給割合) (令和2年度支給割合)

期末手当 勤勉手当

2.55 月分 1.90　月分

期末手当 勤勉手当期末手当 勤勉手当

2.55 月分

応募認定・定年

47.709月分

28.0395月分

勤続35年

勤続20年

1.90　月分1.90　月分

(1.45)月分

2.55 月分

(支給率)

(1.45)月分 (0.90) 月分

(加算措置の状況) (加算措置の状況)

(1.45)月分

・管理職加算　10％～25%

職制上の段階、職務の級等による加算措置

自己都合

新温泉町 国

(0.90) 月分

自己都合

(0.90) 月分

(加算措置の状況)

・役職加算　　5％～20%

・管理職加算　10％～20%

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

その他の加算措置

39.7575月分

19.6695月分

47.709月分最高限度額

勤続25年

勤続20年 24.586875月分

33.27075月分33.27075月分

19.6695月分

勧奨・定年

その他の加算措置

24.586875月分

39.7575月分

47.709月分 47.709月分

5,161千円1人当たり平均支給額

293,800

29.6

7

手当の名称

24,092支給実績（令和2年度決算）

手当の種類（手当数）

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和2年度）

　本町では、平成18年4月1日から、平成17年度まで支給していた調整手当(給料月額
の5％)を廃止しており、地域手当は導入していない。

支給職員１人当たり平均支給年額（令和2年度決算）

・役職加算　5％～10% ・役職加算　5％～20%

28.0395月分

感染症防疫作業手当

(支給率)

最高限度額

47.709月分勤続35年



　12　時間外勤務手当の状況

千円

千円

千円

千円

　13　その他の手当の状況（令和3年4月1日現在）

円

円

円

円

円

円

円

円

円

支給実績
（令和2年度決算）

支給職員1人当たり

職員１人当たり平均支給年額（令和2年度決算）

手　当　名 内容及び支給単価 平均支給年額

支給実績（令和2年度決算） 38,888

（令和2年度決算）

56,500

管理職手当

院長：120,000円
副院長、施設長：80,000円
診療所長・部長・副部長・医
長・医師：60,000円
牧場公園長・町参事：50,000
円
会計管理者・温泉総合支所
長・総務課長：40,000円
課長・出納室長・課参事・病
院事務長・医療技術長・総看
護師長・事務局長：30,000円
課参事・環境センター所長・
公民館長・図書館長・認定こ
ども園長：20,000円
副課長・看護師長・認定こど
も園副園長：15,000円

異なる 区分、額 16,140 千円 375,300

宿日直手当

役場4,400円、病院医師21,000
円、病院看護職員5,500円（外
来業務加算有）、病院その他
の職員5,500円（12月29日から
1月3日までは加算有）

異なる
病院関係の
額及び加算
額

6,446 千円

0

夜間勤務手当

正規の勤務時間として
の午後10時から翌日の
午前5時までの間の勤
務1時間につき、給与
の時間単価×25／100

同じ － 5,964 千円 129,700

休日勤務手当

休日（国民の祝日及び
年末年始）における正
規の勤務時間中の勤務
1時間につき、給与の
時間単価×135／100

同じ － 0 千円

医師手当
病院に勤務する医師に
対して勤務年数等に応
じ支給

異なる 区分、額 36,972 千円 6,162,000

74,600

単身赴任手当

単身赴任者に対し、職
員の住居と配偶者の住
居との間の距離に応じ
38,000円～100,000円

同じ - 456 千円 456,000

通勤手当

交通機関の利用者：定
期券等の実費（最高限
度額55,000円）
交通用具の利用者：2ｋ
ｍ以上の通勤距離に応
じ、2,000円～31,600円

同じ - 15,595 千円

278,100

千円 229,000

- 31,702

住居手当 借家：28,000円上限 同じ - 5,266

扶養手当

配偶者：6,500円
子：10,000 円
父母等：6,500円
※16歳～ 22歳の子に対
　する加算等あり

同じ 千円

166

支給実績（令和元年度決算） 42,348

職員１人当たり平均支給年額（令和元年度決算） 199

国の制度
との異同

国の制度と
異なる内容



円

　14　特別職の報酬等の状況（令和3年4月1日現在）

円 円／ 円

（ - 円 ）

円 円／ 円

（ - 円 ）

円 円／ 円

（ - 円 ）

円 円／ 円

（ - 円 ）

円 円／ 円

（ - 円 ）

月分

月分

　　（算定方式）

給料月額×在職月数×0.40 円 任期毎

給料月額×在職月数×0.24 円 任期毎

(注）1　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。                         
     2　退職手当の「1期の手当額」は、4月1日現在の給料月額及び支給率に基づき、1期（4年＝48月）     
       勤めた場合における退職手当の見込額である。                                 

Ⅳ　職員の勤務時間その他勤務条件の状況
　1　勤務時間の状況（令和3年4月1日現在）※標準的な職場

　2　年次有給休暇の取得状況（令和3年1月1日～令和3年12月31日）

1暦年につき20日 9.0

1人当たり平均取得日数

開始時刻 終了時刻

午前8時30分 午後5時15分 休憩　午後0時から午後1時まで

付与日数

土曜日、日曜日

週　休　日
勤務時間

議　　　　　長

4.35副　　議　　長

議　　　　　員

退
職
手
当

町　　　　　長

副　　町　　長

町　　　　　長

230,000

町　　　　　長

副　　町　　長

208,000 288,000 175,000

期
末
手
当

　　（令和3年度支給割合）

4.35

　　（令和3年度支給割合）

副　　町　　長

議　　　　　長

副　　議　　長

議　　　　　員

518,000

588,800 680,000 479,000

報

酬

320,000 354,000 247,000

306,000 193,000

21,100

（参考）類似団体における最高／最低額

736,000 846,000

給料月額等区　　　分

管理職員特別勤務
手当

週休日又は休日における管理職の臨
時又は緊急の勤務１ 回につき、副
課長級：5,000円　課長級：6,000円
（週休日等以外の日の午前０時から
午前５時までの勤務の場合は半額）
選挙事務（4時間未満：6,000円、4
時間以上6時間未満：12,000円、6時
間以上：18,000円

異なる 区分、額 612 千円

休　　憩　　時　　間

備　　　　　考

38時間45分

14,131,200

1週間の正規
の勤務時間

6,782,976

給

料

（1期の手当額） （支給時期）



　3　特別休暇等の概要（令和2年4月1日現在）

　4　育児休業の取得状況（令和2年度） (単位：人)

(注)　令和2年度中に新たに取得した人数

その子が3歳に達する日まで（無給）

20

育児休業 三歳に満たない子を養育する場合

男性
区　　分

育児休業

自己啓発休業
職員としての在職期間が2年以上
で、大学等課程の履修又は国際貢献
活動を行う場合

2

3年を超えない範囲内（無給）

女性 計
取　得　者　数

組合休暇
職員団体の業務に従事する場合に認
められる

19.災害・事故等による出勤困難 必要と認められる期間

20.災害時の通勤途上の危険回避 必要と認められる期間

特別休暇

1暦年につき30日以内（無給）

勤続年数が20年、30年に達した場合
17.リフレッシュ休暇

16.夏季休暇 5日の範囲内の期間（7月～9月）

連続する3日の範囲内の期間

18.災害により滅失損壊した住居の復旧 必要と認められる期間

介護休暇
職員が要介護者の介護をするため、
勤務をしないことが相当であると認
められる場合

連続する6月の期間内において必要と認め

られる期間（無給）

14.忌引休暇 親族の区分により1日から10日までの期間

15.父母の追悼行事休暇 1日の範囲内の期間

10.子の看護休暇 5日の範囲内の期間

11.生理休暇 必要な期間

13.就学前の子の看護休暇 一の年において5日の範囲内

 8.育児休暇 1日2回それぞれ30分以内の期間

 9.妻の出産休暇 2日の範囲内の期間

出産予定日8週間（多胎妊娠の場合にあっ

 7.産後休暇

5日の範囲内

ては、14週間）前の日から出産の日まで
 6.産前休暇

 4.ボランティア休暇

 3.骨髄提供

出産の日の翌日から8週間を経過する日まで

権者が必要と認める期間)

内　　　　　　　容 付与日数等

一の年において5日の範囲内

必要と認められる期間

90日以内(ただし、公務災害の場合は任命

種　　類

負傷又は疾病のため療養する必要が
ある場合

病気休暇

特別休暇

 2.証人等出頭

 1.公民権行使

 5.結婚休暇

12.妊娠中又は出産後の通院休暇 必要と認められる期間



Ⅴ　職員の分限及び懲戒処分の状況
　1　分限処分の状況（令和3年度） (単位：人)

　2　懲戒処分の状況（令和3年度） (単位：人)
処分の種類

処分事由

Ⅵ　職員の服務の状況

Ⅶ　職員の退職管理の状況
　地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律（平成26年法律第34
号）が平成26年５月14日に公布され、平成28年４月１日から施行されました。同法に
よる改正後の地方公務員法では、地方公務員の退職管理の適正を確保するため、退職
管理に関する規定が新たに設けられました。
　新温泉町においても、改正後の法の趣旨に基づき、退職管理の適正の確保に努めま
す。

0

0

3 0 3

免 職 合 計

0

勤務実績が良くない場合

心身の故障の場合

職に必要な適格性を欠く場合

職制、定数の改廃、予算の減少により廃
職、過員を生じた場合

合 計 0

0

0 0

0 00

法令に違反した場合

全体の奉仕者たるにふさわしくない非行
のあった場合

刑事事件に関し起訴された場合

職務上の義務に違反した又は職務を怠っ
た場合

(注)　分限処分とは、勤務実績が良くない場合や、心身の故障のためにその職務の遂行に支障があり
　　又はこれに堪えない場合などその職に必要な適格性を欠く場合、職の廃止などにより公務の効率
　　性を保つことを目的としてその職員の意に反して行われる処分のこと。

合 計

戒 告 減 給 停 職

0

0

3 3

0

合 計

0

降 給降 任 免 職 休 職
処分の種類

処分事由

(注)　懲戒処分とは、公務員の非違行為に対する制裁としてなされる処分で、処分の種類としては、
　　戒告・減給・停職・免職の４種類がある。

　地方公務員法第30条は、服務の根本基準として、「すべて職員は、全体の奉仕者と
して公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当っては、全力を挙げてこれに
専念しなければならない。」と規定しています。この根本基準の趣旨を具体的に実現
するため、同法は、職員に対し、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失
墜行為の禁止、秘密を守る義務など、服務上の制約が定められています。
　当町においても、管理職会等を通じて周知徹底に心がけています。



Ⅷ　職員の研修の状況
　1　研修の状況（令和3年度）

合 計

19人 

906人 

受講者数

15人 

29人 

―

但馬広域行政事務組合

兵 庫 県 町 村 会

監督職研修、市町管理職研修、働き方
改革のための事業見直し研修、協働に
よる政策づくり研修、若手職員研修

地方債事務担当職員研修、統一的な基
準による地方公会計研修、徴収事務担
当職員研修、地方公営企業会計担当職
員研修、人事・労務担当職員研修、
AI・RPA等の活用研修、法制執務担当職
員研修、市町固定資産税担当職員研修

6人 

因幡・但馬麒麟のまち連
携中枢都市圏合同職員研
修

開催なし

新任職員研修、人権研修、交通安全講
習会、情報セキュリティ研修、法制執
務研修、リスクマネジメント研修、ハ
ラスメント研修

実 施 機 関

新任職員研修、中堅職員研修、監督職
員研修、管理職員研修、クレーム対応
研修、行政法研修、法制執務研修

新入職員研修会、窓口苦情クレーム対
応研修会

兵 庫 県 市 町 振 興 課

兵 庫 県 自 治 研 修 所

独 自 研 修 等

研 修 名

兵庫県市町村振興協会
等

パソコン研修、会計年度任用職員の任
用と管理実務、自治振興セミナー、情
報化推進研修、Excel研修、ドローン活
用セミナー

985人 

10人 



Ⅸ　職員の福祉及び利益の保護の状況
　1　健康診断等の実施状況（令和3年度）

※　公立浜坂病院・介護老人保健施設ささゆり職員は、別途健康診断を実施。

　2　共済組合及び職員互助会の状況
(1)　共済制度

(2)　職員互助会

　3　公務災害等の認定状況（令和3年度）

Ⅹ　職員の競争試験及び選考の状況
　1　職員採用試験の実施状況（令和2年4月2日～令和3年4月1日付採用職員）

※土木職の令和2年5月1日付採用職員を除く。

1.3 倍

1.0 倍

4 人 
―0 人 0 人 

0 人 
4 人 1.0 倍

0 人 診療放射線技師

3 人 0 人 ―

社 会 福 祉 士 1 人 1.0 倍1 人 1 人 

医 師 3 人 3 人 
1 人 

―

1.0 倍1 人 

看 護 師 4 人 

7 人 

介 護 福 祉 士 1 人 

3 人 
保 育 教 諭 4 人 4 人 3 人 

一 般 事 務 職

3 人 ―

36 人 26 人 3.7 倍
一般事務職(Ｕターン枠) 3 人 

0 人 

　　 新温泉町職員は、兵庫県市町村職員共済組合及び公立学校共済兵庫県支部に加
　 入しております。
　　 地方公務員の共済組合制度は、社会保険制度の一環として、相互救済によって
　 組合員およびその家族の生活の安定と福祉の向上に寄与するとともに、職務の能
　 率的運営に資することを目的として設けられているものです。

78人 

1 人 

区 分 受診者数

人間ドック
定期健康診断 367人 

土 木 職

　　 新温泉町職員は、兵庫県市町職員互助会に加入しております。
　　 兵庫県市町職員互助会は、関係市町公共団体に働く職員がお互い助け合うこと
　 により、福利の増進、生活の向上を図り、もって地方自治の振興に寄与すること
　 を目的としています。

0 件 

競争率

0 件 0 件 
公 務 災 害

区 分 疾 病

職　　　　　　　種 申込者数

0 件 

採用者数受験者数

死 亡

通 勤 災 害

3 人 1.0 倍

自 動 車 運 転 手 2 人 2 人 1 人 2.0 倍

薬 剤 師

保 健 師

0 人 0 人 

1 人 1 人 


